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は じ め に  

民生・運輸部門のエネルギー消費量の増加を抑制すべく、平成 10 年のエネルギーの使用

の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）改正にてトップランナー制度が導入

され、製造・輸入事業者に対して目標年度に基準エネルギー消費効率（以下「目標基準値」

という。）を達成することを求めるとともに、エネルギー消費効率等の表示が義務化された。 

本制度の対象となる機器（以下「特定エネルギー消費機器」という。）については、エネ

ルギー消費量が多いものから順に要件に照らして検討が行われ、結果、制度創設から 20 年

近くを経た今、29 品目にまで拡大され、世帯あたり最終エネルギー消費量の約 7 割をカバ

ーするに至っている。その目標基準値は、特定エネルギー消費機器それぞれについて、エネ

ルギー消費性能が最も優れているもののエネルギー消費性能や技術開発の将来の見通しそ

の他の事情を勘案して定めるものとされている。 

 

本事業では、今後新たな目標基準値の設定を検討する必要のある特定エネルギー消費機

器の最新状況等を調査・分析し、次期目標基準値等の検討に必要な情報収集や整理、審議会

資料案の作成等を行った。具体的には、特定エネルギー消費機器のうち、家庭用エアコンデ

ィショナー、業務用エアコンディショナーを対象として、市場や省エネルギー技術の動向等

の現状整理、次期トップランナー基準策定に向けた対象範囲、区分、目標基準値等の検討に

係る分析を行うとともに、判断基準ワーキンググループにおいて基準策定に係る審議を行

うため、論点整理、関係業界団体等との意見調整、資料作成支援等を行った。 

また、小売事業者表示制度に基づくラベリング制度の活用促進に向けて、小売事業者にお

けるラベリング制度の活用実態及び活用上の課題を把握するとともに、ラベリング制度の

効果及び消費者の理解度を検証した。さらに、令和 3 年度の小売事業者表示制度の改定に伴

い、過年度事業において開発された小売事業者の販売員等を対象とした学習教材の更新を

行った。 
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(1) 寒冷地向け機種 

寒冷地向けエアコンの定義に係る JIS 等の規定は存在しないが、北海道電力株式会社及び

東北電力株式会社は、一定の基準を満たして寒冷地において十分な暖房効果が得られる機

種をそれぞれ「北海道電力推薦あったかエアコン」、「東北電力推薦暖房エアコン」として

推薦している。メーカー各社は、これらの推薦を受けた機種については推薦機種であること

をカタログに記載している。 

 

1) 普及状況 

二人以上世帯におけるエアコンの普及率は、2020 年時点で全国平均では 91％であるのに

対して、北海道・東北では 59%と低い水準である。年度推移をみると、夏場の気温上昇及び

寒冷地域向けエアコンの登場（2000 年代後半以降、メーカー各社発売開始）により、北海

道・東北の普及率は上昇しているものの、近年は伸び悩んでいる状況にある。 

2050 年のカーボンニュートラルの達成に向けては、燃焼系の暖房機器に比べて一次エネ

ルギー消費量の削減に資する高効率なエアコンの普及率を寒冷地で向上させることは重要

と考えられる。 

 

 

図 1-1 地域区分別のエアコン普及率の推移 

出所）全国消費実態調査、消費動向調査より作成。二人以上の世帯について集計。 

 

 

  

普及率[%] 1999年 2004年 2010年 2015年 2020年
ルームエアコン全体 84 87 89 91 91
北海道・東北 37 46 53 63 59
関東 92 94 94 95 96
北陸・甲信越 78 81 88 89 88
東海 92 93 97 96 97
近畿 96 96 96 95 96
中国・四国 90 92 97 96 95
九州・沖縄 89 92 92 96 95

地域区分 所属都道府県名
北海道・東北 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川
北陸・甲信越 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野
東海 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国・四国 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州・沖縄 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
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図 1-3 一般地向け機種と寒冷地向け機種の APFの比較 

出所）「特定エネルギー消費機器の省エネ技術導入状況等に関する調査」の 2016 年度実績データより作

成。APF は JIS C 9612:2013 の値。点線は 4.0~7.1kW のトップ機種について作成した回帰直線。 
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国際的な環境規制を受けて、国内では図 1-5 に示す２つの法律で規制している。 

・ 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（以下「オゾン層保護法」と

いう。） 

モントリオール議定書及びキガリ改正で規定された削減スケジュールに基づき、フ

ロン類の製造及び輸入に基準限度を定める。1988 年制定、直近では 2018 年改正。 

・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（以下「フロン排出抑制法」

という。） 

フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施する

ための法律。2015 年制定、直近では 2020 年改正。 

 

 

図 1-5 フロン対策の国内法 

出所）環境省・経済産業省、「フロン類の使⽤の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する

法律案 参考資料」、2019 年 3⽉19⽇ 
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家庭用エアコンで使用する冷媒については、フロン排出抑制法において、事業者毎に、出

荷台数による加重平均で目標の達成を求められており、目標値は安全性、経済性、省エネ性

能等に留意しつつ、上市されている又は見通しがあるものの中で、最も GWP 値が小さい製

品（トップランナー）を普及できるよう設定される。現在、家庭用エアコンの目標値では家

庭用エアコンで広く使用されている R32 冷媒の GWP=675 を参考に、目標値は GWP=750、

目標年度は 2018 年度と設定されている。他方で、R32 冷媒については、キガリ改正の規制

対象となる代替フロンであるため、新たな低 GWP 冷媒に転換する必要があるものの、見通

しが立っておらず、フロン排出抑制法においても新たな目標は設定されていない。 

 

 

図 1-6 フロン排出抑制法の指定製品制度における現行の対象製品 

出所）産業構造審議会製造産業分科会第 6 回化学物質政策⼩委員会 平成 30 年度第 1 回化学物質審議会 

合同会議、2019 年 1⽉10⽇  
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り APF を算出。 

 

2) 装置構成 

冷房能力試験及び暖房能力試験は、室形熱量計試験法または空気エンタルピー試験法に

よって試験する。室形熱量計試験法によって冷房能力試験する場合における装置構成の例

を図 1-9 及び以下に示す。 

 

1. 室内側及び室外側の二つの熱量計の部屋は、供試機（試験するルームエアコンディショ

ナ）が据え付けられる開口部をもつ断熱した中央隔壁によって区切られている。供試機

は、通常の据付状態になるように設置する。また、次の機器を取り付ける。 

(ア) 室内側/室外側内室における供試機の冷房・暖房能力をキャンセルする再調和機（冷

却器、加熱器、加湿器、送風機） 

(イ) 室内側/室外側内室に温湿度を測定する測定器 

(ウ) 室内側/室外側外室の温湿度を、各々の内室と同じ温湿度に制御する空調機 

2. 室内側吸込空気温度条件は乾球温度で 27±0.5℃、湿球温度で 19±0.3℃、室外側吸込空

気温度条件は乾球温度で 35±0.5℃、湿球温度で 24±0.3℃。 

3. 試験における電源電圧は定格電圧±2%の範囲とすること。 

 

 

図 1-9 測定試験における装置構成 

出所）（一財）日本空調冷凍研究所 

 

  

エアコンディショナーの試験設備，供試機及び計測器の配置（平衡式室形熱量計の例）
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3) 新たな JIS策定に向けた検討状況 

次期基準においては、JIS C 9612:2013 で規定される APF をエネルギー消費効率の指標と

して採用するものの、JIS C 9612:2013 については低負荷領域の評価方法等に関して課題が

存在するため、JIS 規格を検討する日本電機工業会（以下「JEMA」という。）の「ルームエ

アコン性能規格 WG」が 2020 年度から開催されている。ルームエアコン性能規格 WG では、

ISO 規格と整合性を持たせ、低負荷領域における性能評価法を中心に次期 JIS 改正を見据え

検討が行われている。 

ルームエアコン性能規格 WG の検討状況を図 1-10 に示す。本 WG は 2020 年 6 月より開

催されており、第四回審議会（2021 年 10 月 18 日）までに 14 回実施されており、2023 年度

中の JIS 案作成完了を目指し活動が行われている。新しい JIS が策定された場合は、順次、

トップランナー制度を含めた見直し検討が必要となる。 

 

 

図 1-10 新たな JIS策定に向けた検討状況 

出所）（一社）日本電機工業会 
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5) 次期基準の区分 

以上より、次期トップランナー制度における家庭用エアコンの基準では、図 1-17 に示す

通り、ユニットの形態、冷房能力、仕様の 3 要素を踏まえて区分を設定することとなった。 

 

 

図 1-17 次期基準の区分 

 

現行基準と次期基準の区分の比較を図 1-18 に示す。現行基準の１３区分から、ユニット

の形態、冷房能力、仕様の 3 つの要素を踏まえた１０区分が設定される。 

 

 

図 1-18 現行基準と次期基準の区分の比較 

 

  

*1 「マルチタイプのもの」とは、１の室外機に２以上の室内機を接続するものをいう。
*2 冷房能力は、JIS B 8615-1 又はB 8615-2 に規定する冷房能力の試験方法（温度条件はT1とする。）により測定した冷房能力の数値を指す。
*3 寒冷地仕様の定義は、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様を示す。寒冷地仕様以外のものを一般地仕様という。

⚫ 壁掛形のもの
⚫ 壁掛形以外のもの（床置形、壁埋込形、

天井埋込形）
⚫ マルチタイプのもの

× ×

（例えば）
壁掛形のものでは、
＜案2の場合＞
⚫ 2.8キロワット以下
⚫ 2.8キロワット超28.0キロワット以下
＜案3の場合＞
⚫ 4.0キロワット以下
⚫ 4.0キロワット超28.0キロワット以下

ユニットの形態*1 冷房能力*2

壁掛形のものでは、
⚫ 寒冷地仕様以外のもの

（一般地仕様）
⚫ 寒冷地仕様

仕様*3

・ユニットの形態
・冷房能力
・室内機の寸法タイプ
（寸法規定/寸法フリー）

＜現行区分の要素＞

・ユニットの形態
・冷房能力
・仕様（一般地/寒冷地）

＜次期区分の要素＞

＜現行区分＞ ＜次期区分＞

区分

区分名
ユニット
の形態

冷房能力
室内機の
寸法タイプ

A

壁掛形

～3.2kW
寸法規定

B 寸法フリー

C
～4.0kW

寸法規定

D 寸法フリー

E ～5.0kW -

F ～6.3kW -

G ～28.0kW -

H
壁掛形
以外

～3.2kW -

I ～4.0kW -

J ～28.0kW -

K

マルチタイプ

～4.0kW -

L ～7.1kW -

M ～28.0kW -

区分

区分名
ユニット
の形態

冷房能力 仕様

Ⅰ

壁掛形

2.8kW以下
一般地

Ⅱ 寒冷地

Ⅲ
2.8kW超28.0kW以下

一般地

Ⅳ 寒冷地

Ⅴ

壁掛形
以外

3.2kW以下 -

Ⅵ 3.2kW超～4.0kW以下 -

Ⅶ 4.0kW超～28.0kW以下 -

Ⅷ

マルチ
タイプ

4.0kW以下 -

Ⅸ 4.0kW超～7.1kW以下 -

Ⅹ 7.1kW超～28.0kW以下 -
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1) 使用年数 

経済性を勘案するにあたっては、エアコンの使用年数を踏まえたランニングコストとエ

アコンのイニシャルコストの比較を行う。 

使用年数は、内閣府の消費動向調査より、直近５年間における二人以上世帯のエアコン平

均使用年数の平均値、すなわち、2016 年から 2020 年におけるエアコン平均使用年数の平均

値である 13.6 年として設定した。 

 

 

図 1-20 家庭用エアコンの使用年数 

出所）内閣府 消費動向調査、2004 年以前は各年の 3 月調査（1～3 月買替え実績）の結果を掲載。二人以

上の世帯について集計。 
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(4) 壁掛形の目標基準値 

算出した投資回収可能 APF を基に、基準値案を３つ立案した。審議会の議論を通して、

現行基準における寸法フリーの基準値を下回らない案２を次期基準として採用した。それ

ぞれの基準値案については後述する。また、10kW 超や寒冷地の基準値についても後述する。 

壁掛形の目標基準値を表 1-5 に示す。 

表 1-5 壁掛形の目標基準値 

 

 

以降では、３つの基準値案と 10kW 超や寒冷地の目標基準値について記す。 

 

  

区分

区分名
ユニット
の形態

冷房能力 仕様 目標基準値

Ⅰ

壁掛形

2.8kW以下

一般地 E=6.6

Ⅱ 寒冷地 E=6.2

Ⅲ

2.8kW超28.0kW以下

一般地
E=6.84-0.210（X [kW]-2.8）
ただし、上限値は6.6、下限値は5.3。

Ⅳ 寒冷地
E=6.44-0.210（X [kW]-2.8）
ただし、上限値は6.2、下限値は4.9。

※算定式により目標基準値を算出する際は、小数点第2位を四捨五入した値を目標基準値とする。
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とを確認し、以下の２点を踏まえて、目標基準値を設定することとした。 

・ 市場に歪みが生じることを回避するため、連続性のある目標基準値を設定。 

・ 今回の基準値設定に際しては、一般地における測定方法を使用していることを考慮

して、目標基準値の差が一番小さい 4.0kW の差（0.4）を全能力帯に適用。 

 

図 1-33 一般地向け機種と寒冷地向け機種の APFの比較（再掲） 

出所）「特定エネルギー消費機器の省エネ技術導入状況等に関する調査」の 2016 年度実績データより作

成。APF は JIS C 9612:2013 の値。 点線は 4.0~7.1kW のトップ機種について作成した回帰直線。 
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出所）「エアコンディショナー判断基準小委員会最終取りまとめ」（平成 20 年）参考資料 

一般社団法人日本冷凍空調工業会 自主統計 

三菱重工 | ガスヒートポンプエアコン (mhi.com) 

https://www mhi.com/jp/products/industry/heat pump html、2022 年 2 月 14 日閲覧 

セントラル空調・産業用チリングユニット（チラー） | ダイキン工業株式会社 (daikinaircon.com) 

https://www.daikinaircon.com/central/feature/about html、2022 年 2 月 14 日閲覧 

F シリーズ 高効率・高期間効率機 CP 型 | 直火二重効用 吸収冷温水機 | 大型吸収冷温水機／吸収

冷凍機 | ナチュラルチラー（吸収式冷凍機） | 空調・換気設備 | Panasonic 

https://panasonic.biz/appliance/air/nc/standard/lineup/heat cp html、2022 年 2 月 14 日閲覧 

ターボ冷凍機｜三菱重工サーマルシステムズ株式会社 (mhi-mth.co.jp) 

https://www mhi-mth.co.jp/business/centrifugal-chiller/turbo-freezer/、2022 年 2 月 14 日閲覧 

 

 

図 1-37 空調の用途と規模の関係 

出所）一般社団法人 日本冷凍空調工業会｜関連製品｜空調設備用機器 (jraia.or.jp) 

https://www.jraia.or.jp/product/unit/absorption-chiller html、2022 年 2 月 14 日閲覧 
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1) 技術概要整理 

a. ガスエンジンヒートポンプエアコン（GHP） 

ア）技術概要 

ガスエンジンヒートポンプエアコンは電気式の業務用エアコンと同様の機構（蒸発→圧

縮→凝縮→膨張、R32 等が冷媒、逆カルノーサイクル）で冷暖房を行う機器である。電気式

ヒートポンプエアコンと異なり、ガスエンジンによって圧縮機を駆動する。なお、電気式と

のハイブリッド機も存在する。 

 

 

図 1-38 ガスエンジンヒートポンプエアコンの原理 

出所）GHP とは | ガスヒートポンプエアコン | ダイキン工業株式会社 (daikinaircon.com) 

https://www.daikinaircon.com/ghp/ghp/index html、2022 年 2 月 14 日閲覧 

 

  



 

46 

 

イ）市場規模 

 ガスエンジンヒートポンプエアコンの国内出荷台数の推移を図 1-39 に示す。国内出荷台

数は 2013 年度以降概ね横ばいで推移している。 

 

図 1-39 ガスエンジンヒートポンプエアコンの国内出荷台数の推移 

出所）一般社団法人日本冷凍空調工業会 自主統計より作成 

b. チリングユニット（チラー） 

ア）技術概要 

チリングユニットは電気式の業務用エアコンと同様の機構（蒸発→圧縮→凝縮→膨張、

R32 等が冷媒、逆カルノーサイクル）で冷暖房を行う機器である。吹き出し口が複数箇所に

対して１台の熱源で冷温熱を供給するセントラル空調方式で使用される。冷却方式として

は、水冷式と空冷式が存在する。 

 

 

図 1-40 チリングユニットの原理 

出所）チラーとは (eyela.co.jp)  

https://ssl.eyela.co.jp/des/tr_des/tr_des.shtml、2022 年 2 月 14 日閲覧 
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イ）市場規模 

 チリングユニットの国内出荷台数の推移を図 1-41 に示す。国内出荷台数は 2009 年度以

降緩やかに増加して推移している。 

 

 

図 1-41 チリングユニットの国内出荷台数の推移 

出所）一般社団法人日本冷凍空調工業会 自主統計より作成 

 

 

c. 吸収式冷凍機（ナチュラルチラー） 

ア）技術概要 

 吸収式冷凍機は臭化リチウムを用いた化学的な吸収式冷凍サイクル（蒸発→吸収→再生

→凝縮、水冷媒）によって冷暖房を行う機器である。再生器の加熱は、ガス等による燃焼方

式か、蒸気等の排熱回収によって行われる。 

一般的に冷房能力はエアコン、GHP、チラーに比べて大きく、ターボ冷凍機と同等である。

セントラル空調方式で使用される。 
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図 1-42 吸収式冷凍機の原理 

出所）吸収式冷凍機とは｜お役立ち空調情報｜トレイン・ジャパン (trane.com) 

https://www.jp.trane.com/commercial/asia-pacific/jp/ja/wp/hvac/whatsAbsorption.html、2022 年 2 月 14 日

閲覧 

 

イ）市場規模 

吸収式冷凍機の国内出荷台数の推移を図 1-43 に示す。国内出荷台数は 2012 年度以降概

ね横ばいで推移している。 

 

図 1-43 吸収式冷凍機の国内出荷台数の推移 

出所）一般社団法人日本冷凍空調工業会 自主統計より作成 
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d. ターボ冷凍機（遠心冷凍機） 

ア）技術概要 

チラーと同様の機構で冷暖房を行う。圧縮機に遠心式のターボコンプレッサを使用する。

冷媒は代替フロン(HFC-134a)の他、水を使用した機器も存在する。チラーに比べて低圧力で

圧縮を行うため、大量の冷媒の圧縮が可能であり大容量の製品が多い。 

冷房能力が大きく、地域冷暖房や大規模ビル、大工場の冷却等に利用される。 

 

 

図 1-44 ターボ冷凍機の原理 

出所）水冷媒ターボ冷凍機 | エネルギー | 川崎重工業株式会社 (khi.co.jp)  

https://www khi.co.jp/energy/mizutorbo/、2022 年 2 月 14 日閲覧 

 

イ）市場規模 

ターボ冷凍機の国内出荷台数の推移を図 1-45 に示す。2014 年度以降概ね横ばいで推移し

ている。 
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図 1-45 ターボ冷凍機の国内出荷台数の推移 

出所）一般社団法人日本冷凍空調工業会 自主統計より作成 

 

2) 機構・冷媒・性能測定指標 

業務用エアコン及び関連機器について、機構・冷媒・性能測定指標を表 1-12 に示す。 
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2. 小売事業者表示制度に基づくラベリング制度の活用実態の調査等 

2.1 ラベリング制度の活用実態の把握 

省エネ法に基づく小売事業者表示制度の見直し（令和 2 年 11 月 2 日、告示公布・施行）

を踏まえ、見直し後におけるラベリング制度の課題を把握し、制度の普及に向けた措置の検

討を行うため、家電量販店やインターネットショッピングモール等におけるラベリング制

度の活用実態等を調査した。 

2.1.1 運営本部向けアンケート調査 

(1) アンケート調査設計 

ラベル表示の取組状況やラベル活用の取組状況、制度に対する要望等について把握する

ことを目的とし、消費者の購買チャネルである家電量販店 7 事業者とショッピングモール

事業者（価格比較サイト運営事業者含む）3 事業者、計 10 事業者に対してアンケート調査

を行った。家電量販店についてはオンラインストアにおける状況も併せて確認した。 

 

調査票は家電量販店向け、インターネットショッピングモール事業者（価格比較サイト運

営事業者含む）の 2 種類を作成（2.6.1、2.6.2 参照）し、アンケートはメール添付による配

布で 2021 年 10 月末に実施した。 
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(2) アンケート調査結果 

1) 家電量販店 

a. ラベル表示の取組 

ア）実店舗のラベル表示のための仕組み 

大半の事業者は本部で提供するラベルを活用しているが、1 社のみ店舗側が一部の製品

についてはラベルを用意するケースもあった。 

 

 

図 2-1 実店舗のラベル表示のための仕組み（N=7社） 

 

イ）ラベルの提供方法 

その他の意見として、「組込んでいる物と単独の物がある」、「ラベル画像に類似したも

のを作成しプライスカードの中に組込んでいる」、「小物商品のプライスが小さく表示不可

能」といった意見が挙げられた。 

 

 

図 2-2 ラベルの提供方法（N=7社） 

 

6社 1社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本部が提供するラベルを表示する。（店舗が他の方法でラベルを用意することはない。）

本部が提供するラベルを表示するが、本部がラベルを提供していない商品については各店舗がラベル

を用意し、表示する。
本部からのラベル提供は行わないが、各店舗側でラベルを用意し表示するよう指導している。

本部からのラベル提供は行わず、ラベルの用意・表示は各店舗の判断に任せている。

その他

4社 3社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ラベル画像をプライスカードの中に組込んでいる その他
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ウ）ラベルのデータの入手方法 

省エネ型製品情報サイトではなく、メーカーから直接製品データを入手している事業者

が大半を占めた。 

 

 

図 2-3 ラベルのデータの入手方法（N=7社）（複数回答） 

 

エ）実店舗におけるラベル表示状況の差異 

大半の事業者が実店舗におけるラベル表示状況には差異はないと回答しているが、「各店

の差替え作業タイミングの差」や「更新があった際の再印刷差し替えが行われない場合があ

る」といった意見が挙げられた。 

 

 

図 2-4 実店舗におけるラベル表示状況の差異（N=7社） 

  

0社 1社 2社 3社 4社 5社 6社 7社 8社

「省エネ型製品情報サイト」から製品ごとに

ラベル画像を入手している

「省エネ型製品情報サイト」からCSV形式の

製品データを入手している

製造事業者から製品データを入手している

製造事業者以外（データサービス事業者等）

から製品データを入手している

その他

2社 5社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ある ない
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b. ラベル活用の取組（ラベル表示を除く） 

ア）消費者への情報提供の取組 

ラベルの紹介や省エネ家電の選び方・使い方等を紹介する資料（ポップ、ポスター、パン

フレット、ちらし、動画等）による消費者への情報提供については、本部も含め取り組んで

いる事業者が 2 社、実店舗に任せている事業者が 3 社であった。 

 

 

図 2-12 消費者への情報提供の取組（N=7社） 

 

消費者への情報提供の取組において「ラベル紹介等の消費者への情報提供を行っている。」

と回答があった事業者における、資料の作成者と配布方法は以下の通りである。外部機関が

作成した資料（スマートライフおすすめ BOOK（一般財団法人 家電製品協会））を入手し、

本部が各店舗に配布している事業者は 1 社であった。 

 

 

図 2-13 資料の作成者と配布方法（N=2社）（複数回答） 

  

2社 3社 2社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ラベル紹介等の消費者への情報提供を行っている。

資料の利用は店舗側に一任しており、本部として作成や配布はしていない。

ラベル紹介等の消費者への情報提供を行っていない。

0 1 2 3 4 5

資料を本部が作成し、各店舗に配布している

外部（経済産業省等）が作成した資料を

入手し、本部が各店舗に配布している

その他
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イ）販売員等に対する学習機会の提供 

販売員等に対する学習機会を提供している事業者は 1 社のみであった。 

 

 

図 2-14 販売員等に対する学習機会の提供（N=7社） 

 

なお、令和 2 年 11 月 2 日から運用が開始された新しい小売事業者表示制度（新デザイン

の統一省エネラベル等）についての学習機会の提供は、1 社のみであった（令和 2 年 5 月）。 

 

c. ネット販売の活用状況 

アンケート対象事業者 7 社全てにおいて、オンラインストアによる販売を行っていると

回答があった。 

 

d. 制度に対する要望、積極的なラベル活用に必要と思うこと 

ラベル作成に関する意見として、メーカー側の手間軽減のための省エネ製品情報サイト

へ情報提供のニーズが挙げられた。また、製品近傍に QR コードを貼付け、そこから省エネ

情報サイトにアクセスできたり、当該サイトからそのままラベル画像を取り出せたりする

仕組みがあるとよいといったアイデアも挙げられた。 

販促に関する意見としては、買換え後だけでなく、買換え前の年間目安エネルギー料金も

試算して比較ができる販促ツールや東京ゼロエミポイントのような、ポイントによるイン

センティブで省エネ機器購入を促す施策があるとよいといった意見が挙げられた。 

 

1社 6社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学習機会を提供している（過去1年間に実績あり）

学習機会を提供していない（過去1年間に実績なし）
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2) ネット販売を活用している事業者向けアンケート調査 

a. ラベル表示の取組 

ア）管理ページにおけるラベル表示の取組 

オンラインストア及びインターネットショッピングモールにおけるラベル表示状況は、

各社でばらつきがある。小売表示制度対象製品の全てにラベルを表示している事業者は 1 社

のみであった。一部と回答した事業者は 3 社、予定・準備中と回答した事業者は 2 社、予定

もない事業者は 4 社であり、インターネットショッピングモール事業者 2 社もこの 4 社に

含まれる。 

 

 

図 2-15 管理ページにおけるラベル表示の取組（N=10社） 

 

イ）出店者管理ページにおけるラベル表示に対する支援 

インターネットショッピングモール事業者（価格比較サイト運営事業者含む）は各社と

も、出店者に対してラベル表示に対する支援は行っていない。 

 

 

図 2-16 出店者管理ページにおけるラベル表示に対する支援（N=3社） 

 

1社 3社 2社 4社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小売事業者表示制度の対象製品のすべてについてラベルを表示している

小売事業者表示制度の対象製品の一部についてラベルを表示している

ラベルを表示する予定・準備中

ラベルを表示していない

3社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

提供している

提供予定／準備中

提供していない（出店者は自主的に製品画像掲載欄を利用してラベル表示できる）
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b. ラベル活用の取組（ラベル表示を除く） 

ア）消費者への情報提供の取組 

運営事業者が管理するページにおいて、ラベルの紹介や省エネ家電の選び方・使い方等を

紹介する消費者向けの情報提供を行っている事業者は 2 社、予定・準備中である事業者は 2

社と回答があった。価格比較サイト運営事業者は既に情報提供を行っているが、その他イン

ターネットショッピングモール事業者 2 社は、現状行う予定はないとの回答であった。 

 

 

図 2-17 消費者への情報提供の取組（N=10社） 

 

イ）省エネ性能による並び替え、絞り込み、比較機能の提供 

運営事業者が管理するページにおいて、省エネ性能による並び替え、絞り込み、比較機能

の提供（一部の製品について）している事業者は 2 社あり、いずれもインターネットショッ

ピングモール事業者（価格比較サイト運営事業者含む）であった。また、当該機能を提供予

定・準備中である事業者は 3 社と回答があった。 

 

 

図 2-18 省エネ性能による並び替え、絞り込み、比較機能の提供（N=10社） 

 

  

2社 2社 6社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

情報提供を行っている

情報提供予定／準備中である

情報提供を行っていない・提供予定はない

2社 3社 5社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小売事業者表示制度の対象製品のすべてについて、当該機能を提供している

小売事業者表示制度の対象製品の一部について、当該機能を提供している

当該機能を提供予定／準備中である

当該機能を提供していない・提供予定はない
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ウ）出店者管理ページにおけるラベル表示以外の取組に対する支援 

インターネットショッピングモール事業者（価格比較サイト運営事業者含む）は各社とも、

出店者に対してラベル表示以外に対する支援も行っていないとの回答であった。 

 

 

図 2-19 出店者管理ページにおけるラベル表示以外の取組に対する支援（N=3社） 

 

エ）出店者に対する学習機会の提供 

現状インターネットショッピングモール事業者（価格比較サイト運営事業者含む）は各社

とも、出店者に対して学習機会を提供していないとの回答であった。 

 

 

図 2-20 出店者に対する学習機会の提供（N=3社） 

  

3社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

提供している

提供予定／準備中

提供していない（出店者は自主的に製品画像掲載欄を利用してラベル表示できる）

3社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学習機会を提供している（過去1年間に実績あり）

学習機会を提供していない（過去1年間に実績なし）
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c. 制度に対する要望、積極的なラベル活用に必要と思うこと 

ラベル作成に関する意見として、網羅的に省エネ情報を把握するため、メーカーに対して

省エネ製品情報サイトへの登録を促していただきたい、メーカーから各小売事業者に対し

て主体的に省エネラベルに係る情報提供がなされるべきといったメーカーへの情報提供に

係る意見があった。また、インターネットショッピングモール事業者（価格比較サイト運営

事業者含む）特有の意見として、ラベル表示有無は出店者毎の判断であり、出店者向けの協

力要請や啓蒙に関する通知フォーマット等を国に用意していただければ、出店者への展開

に協力したいとの意見もあった。 

販促に関する意見としては、顧客が見ているのは多段階評価点の★の部分だけと思われ

るので、表示はより簡素なものでよいのではないかといった意見や、省エネラベルを多くの

顧客が認知するためのプロモーション活動があるとよいといった意見が挙げられた。 

 

2.1.2 店舗実態調査 

(1) 実態調査設計 

ラベル使用実態調査として、家電量販店の実店舗、家電量販店のインターネット上の店舗

（以下「公式サイト」という。）、及びインターネットショッピングモールについて、ラベ

ル表示等の取組状況の確認、ラベル表示以外の情報提供の取組状況の確認、及びラベルに対

する店舗側の意識の確認を行った。なお、店舗側の意識確認については、家電量販店の実店

舗調査において協力を得られた場合のみ実施した。 

実店舗の調査対象は、各 5 都市において売り場面積等の広い大型店舗とした。公式サイト

の調査対象は、売上高の大きい 3 サイトとした。インターネットショッピングモール等につ

いては、主要 3 モールと主要比較サイトの 4 つを対象とした。 

実店舗、公式サイト、インターネットショッピングモール（出店者ページ）では、主にラ

ベル表示状況を調査した。実店舗及び公式サイトでは、小売事業者表示制度対象品目ごとに

20 商品についてラベル表示状況を確認し、インターネットショッピングモールでは、対象

品目ごとに 5 出店者ページについてラベル表示状況を確認した。公式サイト及びインター

ネットショッピングモール等では、ラベルの星の数等による検索や絞り込み機能の有無等

についても調査を行った。 

調査実施時期は、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の新ラベルへの移行猶予期間が令和

3 年 10 月 31 日に終了したことを踏まえ、令和 3 年 11 月～12 月に実施した。 
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(2) 実態調査結果 

実店舗におけるラベル表示状況としては、エアコンの統一省エネラベル表示が 100％であ

り、液晶テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新旧デザインのラベルによる混在表

示が認められた。なお、有機 EL テレビについては情報不足などがあり、正しいラベル表示

は確認できなかった。令和 2 年 11 月から新たに施行されたミニラベルは、電気便座や照明

器具などで表示されていた。簡易版ラベルの表示は総じて少ないが、電子レンジ、ジャー炊

飯器については比較的表示されていた。なお、告示に規定されている統一省エネラベルと異

なるデザイン仕様によるラベル表示をしている事業者が確認された。 

ラベルに対する店舗側の意識調査では、店舗におけるラベル表示の業務負担感はあまり

大きく感じられていないことが示された。旧デザインのラベルからの貼替えが行われてい

ない理由としては、商品入れ替えや本部からの指示がなければ実施しないという店舗側の

姿勢にあることが示唆された。その他、電子計算機、磁気ディスク装置、ルーティング機器、

スイッチング機器については、省エネ型製品の売り上げ効果、省エネ性能の消費者訴求力、

消費者のラベル利用状況のいずれも低い傾向にあることが示された。 

 

公式サイトにおけるラベル表示状況は、調査対象とした 3 つの公式サイトのうち 1 つの

サイトでは、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、温水洗浄便座の個別商品ページの 70～

100%にラベル表示を確認できた。そのうち、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にはミニラベルが

表示されており、温水洗浄便座では商品により統一省エネラベルまたはミニラベルが表示

されていた。簡易版ラベルの対象である、電子レンジ及びガス調理機器については個別商品

ページの 90％にラベルが表示されていた。別の公式サイトでは、ガス・石油温水機器につ

いてのみ個別商品ページの約 35~45%に簡易版ラベルの表示を確認できた。もう 1 つの公式

サイトでは、個別商品ページにラベル表示を確認できなかった。 

個別商品ページに進む前の検索画面においては、個別商品ページへのラベル表示に最も

取り組んでいる公式サイトでは、検索後の商品一覧画面においても電気冷蔵庫、電気冷凍庫、

温水洗浄便座についてミニラベルを表示していた。また、2 つの公式サイトでは、品目によ

り、★の数や多段階評価点による絞り込み機能を提供していた。 

 

インターネットショッピングモールにおけるラベル表示状況は、調査対象となった 3 つ

のインターネットショッピングモールのうち 2 モールにおいて、電気冷蔵庫及び電気冷凍

庫のそれぞれにつき 1 つの出店者ページ（4 つの出店者ページ）にラベル表示を確認した。

4 つの出店者ページのうち 3 つは同じ出店者であり、商品はすべて同一メーカーのものであ

った。 

個別商品ページに進む前の検索画面においては比較サイトについても調査し、いずれの

インターネットショッピングモール等においても検索結果一覧にラベルの表示はなかった

が、比較サイトではラベル内容を文字情報として表示していた。あるインターネットショッ

ピングモールでは、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫に★の数で表される「省エネ評価」

による絞り込み機能を提供していた。比較サイトでは、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、

温水洗浄便座、テレビ、照明器具（LED）、電球（LED）、電気温水器について、★の数や

エネルギー消費効率、年間の目安電気料金などのラベル記載情報による絞り込み機能を提

供していた。 
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ラベル様式の加工については、規定様式をそのまま表示しているという回答や、売り場

の状況に合わせてサイズを変更しているなど、デザイン様式を大きく変更せずに表示して

いる事業者がある一方で、消費者の関心の高い情報（例：年間の目安電気料金）のフォン

トサイズを大きくしている、自社のプライスカードシステムのフォーマットに合うように

加工しているなど、規定の様式から見た目の違いを感じられるような変更を加えている事

業者もあった。 

新しいラベルへの切替・貼替状況については、事業者により取組にばらつきがあること

が分かった。例えば、商品入れ替えに応じて順次切替及び貼替が行われている場合には、

同一店舗内においても新旧ラベルの混在表示が発生している。新ラベルの施行から数か月

後に本部提供のラベルを新ラベルに切替る事業者もあれば、移行猶予期間終了近くまで切

替を行わない事業者もあり、消費者は同じ製品に対して訪問する店舗ごとに新旧異なるラ

ベルを見ることになる可能性が示唆された。この新旧ラベルの混在に関して、ある事業者

からは販売員が説明できれば新旧ラベルの混在は特に問題にならないと回答していた。他

方、資源エネルギー庁から各事業者へ混在表示をしないように指導や通達を出すという案

を提示する事業者もあった。 

販売員等への新しいラベルに関する学習支援については、1 ページ程度の説明資料や短

時間で学習できる教材でよいとする回答があった。また、新しいラベルの導入に伴い資源

エネルギー庁は販売員等への学習支援のための教材や動画などを作成し公開してきてお

り、既存の教材等で十分であるとする回答もあった。ある事業者は、「★の数（多段階評

価点）」や「年間目安エネルギー料金」で比較すればよく、販売員等が新しいラベルに関

する詳細な知識を学習する必要性を感じないと回答した。また別の事業者からは、消費者

の関心が高い施策など消費者にラベル内容を説明する必要性が高まらないと、社内教育に

おけるラベル学習の優先度は上がらないとの回答があった。 
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2.2 ラベリング制度の活用に当たっての課題の把握 

ラベリング制度の活用実態調査及び表示実証で得られた回答を踏まえて、ラベリング制

度活用に当たっての課題と対応策を整理した。 

表 2-3 に運営本部及び実店舗へのヒアリングや表示実証を通じて把握した課題を小売事

業者側の課題とそれ以外の課題（製品情報側、ラベル自体）に分けて 7 つ示す。 

1 つ目は「ネットショッピングモールにおけるラベル表示有無のばらつき」である。ネ

ットショッピングモールを利用する出店者においては、ラベル表示をしている場合として

いない場合があり、同じ製品でもラベルの表示状態にばらつきがある状況となっている。

出店者のラベル表示に対する意識の違いやそもそもラベル表示をすべきである旨を把握し

ていない点が要因であると考えられる。 

2 つ目は「新旧ラベルの混在」である。その要因として、新旧ラベルで省エネ性の定義

が異なるにも関わらず、年間目安エネルギー料金を見ればよい、販売員が説明できればよ

いと問題視されていないことや、そもそも違いを理解していない等が考えられる。なお事

業者からは、他社が旧ラベルのままであり、自社で新ラベルを検討する場合、自社の新ラ

ベルでは省エネ性が低く見えてしまうことを懸念するといった意見が挙がっている。 

3 つ目は「事業者側のラベル理解に対する姿勢の低さ」である。その要因として、ラベ

ル内容の説明が販促要素となり難いため、詳細な内容の教育に必要性を感じていないとい

った意見が挙げられている。 

4 つ目は「消費者側のラベル認知度及び理解度の低さ」である。表示実証の結果より、

統一省エネラベルの認知度は 45.5%と半分以下、各表示項目の理解度は年間目安エネルギ

ー料金を除いて 10%を下回っている状況であり、販促要素になり難い。その要因として

は、小売事業者あるいは国によるプロモーションが広まっていないことや、後段で述べる

統一省エネラベルの独自様式が活用されていることが考えられる。 

5 つ目は「省エネ型製品情報サイトの利用率の低さ」である。その要因として、サイト

に掲載されている情報が網羅的でない、メーカーが入力する数値が正確でないことがあ

る、新製品の登録が遅いといったメーカー側の要因に係る意見や、使いづらいという情報

サイト側の要因に係る意見が挙げられている。このような状況のため、小売事業者から直

接メーカーに問い合わせる機会も多く、ラベル作成時における手間となっている。 

6 つ目は「独自様式のラベルの活用」である。その要因として、省エネラベルではな

く、消費者の関心の高い情報（料金や機能等）の表示を掲載したいといった意見やインタ

ーネットショッピングモール事業者からはラベル掲載スペースがないことから統一省エネ

ラベルではなくミニラベルの活用に留まっているという意見があった。 

7 つ目は「異なる概念の表示項目の混在」である。新ラベルにおいては、省エネ基準達

成率と多段階評価点という 2 つの省エネ指標が表示されているが、前者は区分毎、後者は

区分横断の省エネ性を示すものであり、2 つの異なる概念の指標が混在している状況であ

る。このため消費者が区分横断的に製品を比較選択する場合、省エネ基準達成率を比較し

て省エネ性の高い製品を選択したつもりが、実際は多段階評価点で見ると低く、省エネ性
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2.3 ラベリング制度の効果と消費者の理解度の把握 

2.3.1 調査背景 

小売事業者表示制度の改正（2020 年 11 月 2 日施行）により、消費者に対する機器のエネ

ルギー消費効率自体の訴求、製造事業者等による機器の集積行動への対応を目的として、多

段階評価制度の評価方法に係る見直し（評点の細分化、区分毎の評価から区分横断的評価へ

の変更）が行われた。（※見直し対象：照明器具、家庭用冷蔵庫、家庭用冷凍庫、電気便座、

ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器。基準見直しに係る審議未了であったエアコン、

テレビは除く。） 

消費者による省エネ製品の選択をより一層促進するためには、統一省エネラベルの表示

項目について、必ずしも効果的ではない表示項目を見直す余地があった（平成 29 年度調査

におけるエアコンの分析では、省エネ基準達成率の表示は効果的ではないとされている）。 

本調査では、仮想 EC サイトでの実験により、統一省エネラベルの各表示項目が消費者の

省エネ製品の選択に与える影響を把握し、機器・販売チャネルごとに理想的な表示項目の在

り方を検討した。 

 

 

図 2-21 統一省エネラベルの表示項目 
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2.3.2 調査方針 

本調査では株式会社三菱総合研究所の保有のアンケートパネルである「mif」（生活者市

場予測システム）7を用いる。mif は、生活者 30,000 人を対象とした 2,000 問からなる国内最

大級のアンケートパネルであり、性別・年齢等の基本的属性に加えて、エコ意識や金銭感覚

等多様な価値観も含めた属性情報を既存項目として把握している。この価値観に係る属性

情報を活用し、製品選択の意思決定に影響を与えると思われる属性に応じて実験の調査対

象グループを設定することにより、偏りのないサンプル設計を可能とした。 

既往調査における離散選択実験8では、表示パターン別に分けられた各グループに対して、

性別・世代に基づきサンプル割付けが行われているが、製品選択の意思決定要素に係るグル

ープ間での同一性を担保できないという課題がある。そこで本調査では、表 2-4 に示すよ

うな mif で把握できる製品選択の意思決定要素となりうるエコ意識のクラスタの構成比率

が、表示方式別に均一となるように割り付けを行った。なお、エコ意識クラスタは mif 内の

エコに係る 22 の設問（5 段階評価）に基づき分類されるものである。 

表 2-4 エコ意識クラスタの概要と構成比 

 

 

(1) 調査対象機器の選定 

統一省エネラベルの対象機器のうち、小売事業者による製品取扱い有無の状況、ラベル表

示の取組みの実施状況、消費者による製品選択時の製品範囲等の観点から、調査対象機器を

選定した。具体的には、家庭用冷蔵庫と製品特性が類似する家庭用冷凍庫、小売事業者によ

る製品取扱いが限られる各種温水機器は対象外とした。また、区分横断な評価である多段階

評価と区分内評価である省エネ達成率の評価は逆転することがある点を考慮し、単一区分

内で機器比較が行われると想定されるエアコン、照明器具、家庭用冷蔵庫と、複数区分に跨

る機器比較が行われると想定されるテレビ、電気便座の各々より少なくとも 1 台ずつ調査

 
7 生活者市場予測システム（mif）概要資料

https://dl19w3jlhkm4w.cloudfront net/2020/2020_service_20200220.pdf 
8 「特定エネルギー消費機器における現状分析調査事業」（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、平成

31 年 2 月）https://www meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000412.pdf 
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対象機器を選定することとし、省エネ効果や製品価格等を踏まえて、エアコン、照明器具、

テレビの 3 種類を調査対象機器として選定した。 

表 2-5 統一省エネラベル対象機器の概要 

 

 

表 2-6 調査対象機器の選定 

 

出所）浦安市 省エネ家電への買換え効果（閲覧日：2021/10/25）

https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/1034565/1033628 html 等を元に三菱総研作成 
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(2) 分析フレームの検討 

本調査は、統一省エネラベルを構成する 4 つの表示項目の有無の在り方が消費者の商品

選択にどのような影響を及ぼすかを検証することを主目的とし、下表に示すとおり、現行の

表示ラベルに対して、各表示項目のうち 1 つのみを削除した表示パターンを設定した。全表

示と各パターンとの差分の有意差を分析することによって、各表示項目の効果を検証する

こととした。 

 

表 2-7 表示パターン 

 

 

 

 

図 2-22 表示パターン別ラベルイメージ（エアコンの場合） 
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図 2-23 機器ラインナップのイメージ 

 

 

図 2-24 各施行における選択肢選定のイメージ 
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異なり、ランダムローテーションを適用している。 

なお、一例として図 2-28 に選択実験におけるエアコンについてのパターン A の選択画面

を示す。 

 

 

図 2-26 選択実験 Aの設問構成イメージ 

 

 

図 2-27 選択実験 Bの設問構成イメージ 
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表 2-15 属性分類に係る追加設問と選択肢の考え方 

 

 

2.3.3 調査結果 

以降の結果は選択実験を除き、4,000 サンプル（各実験のサンプルの合計）で調査を行っ

たものである。 

(1) 購入経験（スクリーニング条件） 

2.3.2(5)に記載の通り、購買経験がない場合、実際の購買時とは機器選定に係る意思決定

要因が不明確な可能性がある。このため、本調査では調査対象機器の 3 機器すべて購入経験

のあるサンプルを対象とするようにスクリーニングを行った。ただし、20 代についてはサ

ンプル数確保の観点から、いずれか 1 機器以上の購入経験へとスクリーニング条件を緩和

した。 

 

(2) 選択実験の結果 

各選択実験（実験 A：3 施行、実験 B：5 施行）で、各施行における 4 種の製品の選択比

率の平均値を算出し、選択された製品の省エネ性との関係性を確認した。 

1) エアコン 

各パターンで選択された製品の APF の平均値と、t 値検定（p 値判定）の結果は表 2-16 の

通り。実験 A よりも、意思決定要因の同等性を担保するための手法である実験 B の方が、

顕著に有意な差が生じることが示された。また、実験 B において、パターン B（多段階評価

点なし）とパターン E（年間目安エネルギー料金なし）では、パターン A に対して 1%有意

差があり、かつ APF 平均値はパターン A に比べ低い結果となった。これより、多段階評価

点と年間目安エネルギー料金は、消費者の省エネ型機種の選定に有効と示唆される。なお、

t 検定はパターン A（全表示）に対する各パターンの各回答者が選択した製品の APF に対す

るものであり、検定の種類は検定対象とする標本の特性を踏まえて“両側検定“かつ“非等
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分散あり標本の比較“を適用している。その他機器についても、実験 B を中心に結果を考

察する。 

また、各パターンの製品ごとの選択比率は図 2-29 の通り。調査票（2.6.3）の通り、1～4

は、数字が大きいほど高価格かつ省エネ性が高い製品となっている。表示項目に多段階評価

点がない場合、省エネ性の低い製品を選ぶ傾向（表示グループ B と A との比較）、年間目

安エネルギー料金がない場合、省エネ性の高い製品は選ばれにくい傾向（表示グループ E と

A との比較）が確認できた。 

なお、表示項目の製品選択に係る寄与度を調査した過年度調査9においても、多段階評価

点と年間目安エネルギー料金の省エネ性の高い製品選択への寄与は大きいと示されており、

今回の実証結果と整合する。 

 

表 2-16 選択されたエアコンの APF平均値と有意差検定結果 

（左：実験 A、右：実験 B） 

 

 

 

図 2-29 各パターンの製品ごとの選択比率【エアコン】（左：実験 A、右：実験 B） 

 

  

 
9 H30 RIETI「エアコンの商品選択における省エネ情報表示の効果－オンラインでのランダム化比較試験

に基づく分析－」 https://www rieti.go.jp/jp/publications/summary/19030029 html 
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2) 照明器具 

各パターンで選択された製品のエネルギー消費効率（消費電力あたり全光束[lm/W]）の平

均値と、t 値検定（p 値判定）の結果は表 2-16 の通り。実験 B において、パターン E（年間

目安エネルギー料金なし）では、パターン A に対して 1%有意差があり、かつエネルギー消

費効率の平均値はパターン A に比べ低い結果となった。これより、年間目安エネルギー料

金は、消費者の省エネ型機種の選定に有効と示唆される。なお、エアコンに比べてパターン

E の有意差は顕著であり、年間目安エネルギー料金の表示効果は大きいと考えられる。 

また、各パターンの製品ごとの選択比率は図 2-30 の通り。この結果からも、照明器具は

エアコンよりも、年間目安エネルギー料金の影響度は顕著（表示グループ E と A との比較）

であることが確認できた。 

 

表 2-17 選択された照明器具のエネルギー消費効率平均値[lm/W]と有意差検定結果 

（左：実験 A、右：実験 B） 

 

 

 

図 2-30 各パターンの製品ごとの選択比率【照明器具】（左：実験 A、右：実験 B）  
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3) テレビ 

各パターンで選択された製品の年間電力消費量[kWh]の平均値と、t 値検定（p 値判定）の

結果は表 2-18 の通り。実験 B において、パターン C（省エネ基準達成率なし）とパターン

E（年間目安エネルギー料金なし）では、パターン A に対して 5%有意差があり、かつパタ

ーン C では年間電力消費量の平均値がパターン A に比べ低く、パターン E ではパターン A

に比べ高い結果となった。これより、省エネ基準達成率は不要であること及び年間目安エネ

ルギー料金の必要性が示唆される。区分毎に決まる省エネ基準達成率の表示があることで、

年間消費電力量の高い製品を選択する傾向を示唆する結果となった。 

 

表 2-18 選択されたテレビの年間電力消費量平均値[kWh]と有意差検定結果 

（左：実験 A、右：実験 B） 
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図 2-35 購入時の優先度合（照明器具） 

 

 

図 2-36 購入時の優先度合（テレビ） 
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2.4 ラベリング制度の普及に向けた検討 

表 2-19 に各課題に対する対応策を示す。 

「ネットショッピングモールにおけるラベル表示有無のばらつき」に対しては、インター

ネットショッピングモール事業者から出店者に対して一律にラベル表示の協力要請すべき

である。そのために国が通知文書のひな型を作成するなどしてサポートすることが考えら

れる。 

「新旧ラベルの混在」に対しては、移行手順や新旧ラベルの意味合いの違いを理解するた

めのガイドラインを策定し、新旧ラベルの長期的な混在を避けることが考えられる。 

「事業者側のラベル理解に対する姿勢の低さ」に対しては、意識醸成の観点からラベル

内容の教育に係るガイドライン等を策定すること等が考えられる。 

「消費者側のラベル認知度及び理解度の低さ」対しては、ラベル活用環境の改善やラベ

ルのプロモーションを進めるべきと考えられる。ラベル活用環境の改善については、ここ

で挙げられた課題の改善を進めることで実現するものであり、ラベルのプロモーションに

ついては、表示実証の結果に記載の通り、認知度に関しては若年層や老年層に対する訴求

やオンライン環境よりも実店舗での訴求が認知度底上げには重要であるといった示唆が得

られている。併せて、認知することで理解度の底上げも図れるという示唆も得ている。よ

り広範な認知のためには、属性別に最適な広報の仕掛けを組み込む等の施策を検討すべき

である。 

「省エネ型製品情報サイトの利用率の低さ」に対しては、利用率向上に向けて、正確か

つ網羅的でタイムリーな製品情報のサイトへの集約及びユーザー視点に立ったサイトの機

能改善が求められる。前者については、メーカー各社に対して省エネ型製品情報サイトへ

の情報提供依頼を定期的に実施することや、後者については、小売事業者にアンケートを

取るなどしてユーザー視点に立った機能を具備していくことが考えられる。 

「独自様式のラベルの活用」に対しては、他店舗・他事業者との差別化をなくすために

ラベル様式の規定（縦横比やフォント等）に関するガイドライン（許容範囲や禁止事項等

を明示）を策定することが考えられる。なお、物理的な表示制約に対しては、事業者から

も意見のあった“ラベルの QR コード化”も一案ではあるが（ラベル作成の手間低減にも

資する）、既に小型製品向けの対応としてミニラベルが新設されたところであり、まずは

その周知と効果検証が必要な局面である。仮に表示を QR コードだけとすると、関心の薄

い層（例えば QR コード読み取り行動をせず、店頭での記載しか見ずに選択する層）への

訴求力が低下する懸念がある。 

「異なる概念の表示項目の混在」に対しては、消費者の正しい商品選択あるいは省エネ

性の高い製品購買を促す表示項目を残し、不要な表示項目は削除する等のラベルの見直し

をすることが求められる。表示実証の結果に記載の通り、今年度のラベル表示項目の効果

に関する実証では、機器ごとにラベル表示項目の効用が異なることが示された。特に実際

ミニラベル（多段階評価点のみの表示）が張られている照明器具については、多段階評価

点よりも年間目安エネルギー料金の方が省エネ性の高い製品選択には有用という示唆が得

られている。 
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2.6 参考資料 

2.6.1 家電量販店本部向けアンケート調査票 
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※1.2取扱製品に対するラベル提供状況の箇所で、ガス温水機器、石油温水機器、電気温水

機器については、簡易版ラベルの他、統一省エネラベル（新デザインのもの）が選択肢とし

て抜けている点留意。 
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2.6.2 ネット販売を活用している事業者様向けアンケート調査票 

 

 
 

  



 

108 
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2.6.3 表示実証に関する調査票 

 

 

 

 

  

【属性（フェイス）設問】

設問

番号

設問

形式
設問文

選択肢

番号
選択肢 分岐指示 備考

回答者条件 （対象者条件）

F1 SA あなたの性別をお知らせください。

1 男性

2 女性

※F1～3は基本属性テンプレート

回答者条件 （対象者条件）

F2 SA あなたの年齢をお知らせください。

1 10代以下

2 20代

3 30代

4 40代

5 50代

6 60代

7 70代以上

回答者条件 （対象者条件）

F3 SA あなたのお住まいの都道府県をお知らせください。(プルダウン)

1 北海道

2 青森県

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県

7 福島県

8 茨城県

9 栃木県

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県

17 石川県

18 福井県

19 山梨県

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県

34 広島県

35 山口県

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県

47 沖縄県

回答者条件 （対象者条件）

SC１ SA （設問文）あなたは過去にエアコン、照明器具、テレビの各機器を購入した経験がありますか。 あてはまるものを選択してください。

項目（表側）

1 エアコン

2 照明器具

3 テレビ

項目（表頭）

1 1年以内に購入経験がある

2 1年より前に購入経験がある

3 購入経験はない
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本調査対象者条件：SC１にて、すべて「購入経験がある」人が対象

回答者条件 （対象者条件） 全員

Q1 SAマトリクス （設問文）以下の各機器について、現在、購入を検討していますか。 あてはまるものを選択してください。

項目（表側）

1 エアコン

2 照明器具

3 テレビ

項目（表頭）

1 購入を検討している

2 購入は検討していない

回答者条件 （対象者条件）

Q2 MAマトリクス （設問文）以下の各機器を購入するとした場合、どこで製品の比較・選択を行う見込みですか。あてはまるものを選択してください。

項目（表側）

1 エアコン

2 照明器具

3 テレビ

項目（表頭）

1 実店舗

2 家電量販店のオンラインストア

3 インターネットショッピングサイト(楽天等)

4 価格比較サイト（価格.com等）

5 その他（自由記述）

Q3 選択実験へ ②個別回答：3機器×5施行=15設問

なお、以降同様の設問が15回繰り返されますので、ご留意ください。

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q3a のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q3a あなたは14畳用のエアコンを１機購入することを検討しているとします。次のエアコンの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] エネルギー消費効率[APF] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 80,200 5.4 2.0 110 35,840

2 ２） 87,200 5.7 2.2 116 34,050

3 ３） 94,200 6.0 2.5 122 32,340

4 ４） 101,200 6.3 2.8 128 30,730

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q3b のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q3b あなたは14畳用のエアコンを１機購入することを検討しているとします。次のエアコンの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] エネルギー消費効率[APF] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 108,200 6.7 3.2 135 29,190

2 ２） 115,200 7.0 4.5 142 29,190

3 ３） 122,200 7.4 5.0 149 26,410

4 ４） 129,200 7.7 5.0 157 25,150

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q3c のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q3c あなたは14畳用のエアコンを１機購入することを検討しているとします。次のエアコンの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] エネルギー消費効率[APF] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 80,200 5.4 2.0 110 35,840

2 ２） 94,200 6.0 2.5 122 32,340

3 ３） 108,200 6.7 3.2 135 29,190

4 ４） 122,200 7.4 5.0 149 26,410

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q3d のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q3d あなたは14畳用のエアコンを１機購入することを検討しているとします。次のエアコンの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] エネルギー消費効率[APF] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 94,200 6.0 2.5 122 32,340

2 ２） 101,200 6.3 2.8 128 30,730

3 ３） 108,200 6.7 3.2 135 29,190

4 ４） 115,200 7.0 4.5 142 29,190

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q3d のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q3e あなたは14畳用のエアコンを１機購入することを検討しているとします。次のエアコンの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] エネルギー消費効率[APF] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 87,200 5.7 2.2 116 34,050

2 ２） 101,200 6.3 2.8 128 30,730

3 ３） 115,200 7.0 4.5 142 29,190

4 ４） 129,200 7.7 5.0 157 25,150

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q4a のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q4a あなたは12畳用の照明器具を１つ購入することを検討しているとします。次の照明器具の一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] 有エネルギー消費効率[lm/W 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 4,980 100.3 3.5 100 2,950

2 ２） 5,980 107.9 3.8 108 2,750

3 ３） 6,980 116.0 4.0 116 2,560

4 ４） 7,980 124.7 4.3 125 2,380

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q4b のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q4b あなたは12畳用の照明器具を１つ購入することを検討しているとします。次の照明器具の一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] 有エネルギー消費効率[lm/W 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 8,980 134.1 4.6 134 2,210

2 ２） 9,980 143.5 4.9 143 2,070

3 ３） 10,980 153.5 5.0 154 1,930

4 ４） 11,980 164.3 5.0 164 1,800

このアンケートでは、家電量販店で買い物をすることを想定し、仮想的に商品を選択していただきます（仮想的な購入となりますので、費用発生や商品の発送はありませんが、実際に商品を購入することを想像して選

択してください）
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回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q4c のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q4c あなたは12畳用の照明器具を１つ購入することを検討しているとします。次の照明器具の一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] 有エネルギー消費効率[lm/W 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 4,980 100.3 3.5 100 2,950

2 ２） 6,980 116.0 4.0 116 2,560

3 ３） 8,980 134.1 4.6 134 2,210

4 ４） 10,980 153.5 5.0 154 1,930

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q4d のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q4d あなたは12畳用の照明器具を１つ購入することを検討しているとします。次の照明器具の一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] 有エネルギー消費効率[lm/W 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 6,980 116.0 4.0 116 2,560

2 ２） 7,980 124.7 4.3 125 2,380

3 ３） 8,980 134.1 4.6 134 2,210

4 ４） 9,980 143.5 4.9 143 2,070

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q4d のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q4e あなたは12畳用の照明器具を１つ購入することを検討しているとします。次の照明器具の一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 価格[円] 有エネルギー消費効率[lm/W 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 5,980 107.9 3.8 108 2,750

2 ２） 7,980 124.7 4.3 125 2,380

3 ３） 9,980 143.5 4.9 143 2,070

4 ４） 11,980 164.3 5.0 164 1,800

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q5a のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q5a あなたは55型テレビを１台購入することを検討しているとします。次のTVの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 種類 価格[円] 年間消費電力量[kWh] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 4K液晶 84,800 180.4 1.9 69 4,870

2 ２） 4K液晶 104,800 178.6 2.0 69 4,820

3 ３） 有機EL 119,280 190.8 1.8 85 5,150

4 ４） 有機EL 159,280 187.2 1.9 86 5,050

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q5b のABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q5b あなたは55型テレビを１台購入することを検討しているとします。次のTVの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 種類 価格[円] 年間消費電力量[kWh] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 4K液晶 124,800 176.8 2.0 70 4,770

2 ２） 4K液晶 144,800 175.0 2.0 71 4,730

3 ３） 有機EL 199,280 183.6 1.9 88 4,960

4 ４） 有機EL 239,280 180.0 1.9 90 4,860

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q5c ABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q5c あなたは55型テレビを１台購入することを検討しているとします。次のTVの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 種類 価格[円] 年間消費電力量[kWh] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 4K液晶 84,800 180.4 1.9 69 4,870

2 ２） 有機EL 119,280 190.8 1.8 85 5,150

3 ３） 4K液晶 144,800 175.0 2.0 71 4,730

4 ４） 有機EL 199,280 183.6 1.9 88 4,960

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q5dの ABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q5d あなたは55型テレビを１台購入することを検討しているとします。次のTVの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 種類 価格[円] 年間消費電力量[kWh] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 有機EL 119,280 190.8 1.8 85 5,150

2 ２） 4K液晶 124,800 176.8 2.0 70 4,770

3 ３） 4K液晶 144,800 175.0 2.0 71 4,730

4 ４） 有機EL 159,280 187.2 1.9 86 5,050

回答者条件 （対象者条件） ②個別回答（Q5dの ABCDEの5パターンからローテーションに表示）

Q5e あなたは55型テレビを１台購入することを検討しているとします。次のTVの一覧から、購入したいと思う製品を１つ選択してください。

項目 種類 価格[円] 年間消費電力量[kWh] 多段階評価点 省エネ基準達成率[%] 年間目安電気料金[円]

1 １） 4K液晶 104,800 178.6 2.0 69 4,820

2 ２） 4K液晶 124,800 176.8 2.0 70 4,770

3 ３） 有機EL 159,280 187.2 1.9 86 5,050

4 ４） 有機EL 239,280 180.0 1.9 90 4,860

回答者条件 （対象者条件） 全員

Q6-1 MAマトリクス （設問文）あなたが以下の選択肢のうちエアコンを購入する際に重視する項目は何ですか。 優先順位をお答えください。

項目（表側）

1 1位

2 2位

3 3位

項目（表頭）

1 価格

2 機能

3 省エネによるランニングコスト低減

4 その他（自由記述）

5 特になし

回答者条件 （対象者条件） 全員

Q6-2 MAマトリクス （設問文）あなたが以下の選択肢のうち照明器具を購入する際に重視する項目は何ですか。 優先順位をお答えください。

項目（表側）

1 1位

2 2位

3 3位

項目（表頭）

1 価格

2 機能

3 省エネによるランニングコスト低減

4 その他（自由記述）

5 特になし
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回答者条件 （対象者条件） 全員

Q6-3 MAマトリクス （設問文）あなたが以下の選択肢のうちテレビを購入する際に重視する項目は何ですか。 優先順位をお答えください。

項目（表側）

1 1位

2 2位

3 3位

項目（表頭）

1 価格

2 機能

3 省エネによるランニングコスト低減

4 その他（自由記述）

5 特になし

以降、統一省エネラベルに関する設問を3問用意しております。

回答者条件 （対象者条件） 全員

Q7 SA （設問文）あなたは統一省エネラベルについて見たことがありますか。あてはまるものを選択してください。

項目

1 見たことがある

2 見たことがない

回答者条件 （対象者条件） 全員

Q8 MAマトリクス （設問文）あなたは統一省エネラベルに記載されている以下の各表示項目について理解していますか。あてはまるものを選択してください。

項目（表側）

1

2

3

4

項目（表頭）

1 詳細な内容まで理解している

2 詳細な内容までは理解していないが、数字の大小関係の意味は理解している

3 理解していない

回答者条件 （対象者条件）

Q9 MAマトリクス （設問文）あなたは前回購入時に省エネラベルを見て購入を決めましたか。 あてはまるものを選択してください。

項目（表側）

1 エアコン

2 照明器具

3 テレビ

項目（表頭）

1 統一省エネラベルを見て、機器選定の際にラベルの情報を参考にして購入

2 統一省エネラベルを見たが、機器選定の際にラベルの情報は特に参考にしなかった

3 統一省エネラベルを見ていない（気づかなかった、もしくはそもそも貼られていなかった）

4 覚えていない

統一省エネラベルとは、2006年10月から開始された、消費者に対し、エネルギー消費機器の小売事業者等が製品の省エネ情報を表示する「小売事業者表示制度」により定められた製品本体またはその近傍に表示する

ラベルです。

表示項目として、下図のように市販されている製品の中で相対的に位置づけた多段階評価点、製品個々の省エネ性能（省エネ基準達成率等）を表す省エネルギーラベル、年間目安エネルギー料金（年間の目安電気料金

等）が記載されており、2021年11月現在、エアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器の９つの機器に表示されています。

※トップランナー制度：省エネ法に基づき、エネルギー消費機器を製造事業者（及び輸入事業者）に対して、国がエネルギー消費性能の向上の判断

基準を示して製品開発の方向性を指導し、消費者でのエネルギーの使用の合理化を図る制度

多段階評価点：各製品の省エネ性能を性能が優れている順に、5.0～1.0までの0.1刻みの41段階で示し、さらにその点数に応じて5つ星

省エネ基準達成率：トップランナー制度※における機器区分ごとに定められた省エネ基準（目標基準値）をどの程度達成しているか示す

年間消費電力量又はエネルギー消費効率値：トップランナー制度における評価指標に基づいた省エネ性能を示すもの

年間目安エネルギー料金：製品を１年間使用した場合の経済性を示すもの
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頁 図表番号
17 図1-9
43 図1-36
44 図1-37
45 図1-38
46 図1-40
48 図1-42
49 図1-44
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